
 

  

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なかやま５月号 
中山保育園  
令和元年５月 

５月・６月の行事   

 

 

＜５月＞  

１５日(水) 歯科検診(９：３０～) 

１８日(土) 布団乾燥 

２１日(火) おはなし会(うさぎ組・きりん組) 

２９日(水) 保護者会役員会(１８：３０～) 

３１日(金) ぺんぎん組懇談会(１３：３０～) 

      

 

 

＜６月＞ 

５日(水) ひよこ組懇談会（１３：３０～） 

１３日(木) りす組懇談会 （１３：３０～） 

１９日(水) うさぎ組保育参加・懇談会 

             （９：３０～） 

２６日(水) プール開き 

 

 
 

 新年度が始まり早くも 1ヶ月が経ち、「平成」から「令和」へと新しい時代のスタートとなり

ましたね。子ども達はこの 1 ヶ月で、新しいクラスでの生活にも少しずつ慣れ、泣き声の時間

も短くなり、笑顔も多くなってきました。暖かな気候が続いている今日この頃ですが、新しい

生活での緊張が少しずつほぐれてきて疲れが出始める頃でもあるので、ひとり一人の体調の変

化に十分気を配りながら、好きな遊びを十分に楽しめるような保育をしていきます。親子とも

ども疲れが出る時期なので気をつけていきましょう。 

 
 食育活動開始 

 昨年、一昨年と３つの苗で 250 本以上もの収穫があったきゅうりがダントツの収穫でしたが、さて今年

は何が豊作となるでしょうか…各クラスでは植えたい育てたい野菜をクラスみんなで考えたようで、畑作

業を今から楽しみにしているようです。昨年度のきりん組さんが作ってくれたコンポストを混ぜて土を耕

すことから始まり、まず最初はじゃが芋の種芋植えからです。植える前から生長が楽しみです！ 

 

 各クラスがどんな関わりをしているのか、写真で保護者の皆さんにお知らせする掲示板が「はたけカレ

ンダー」です。苗植えがスタートしたら、事務所前廊下の窓の下に貼りだしますので、楽しみにご覧くださ

い。また、１階廊下からは畑が見えますので、野菜の生長ぶりも見てくださいね。 

  

  

 

 

◎ひよこ組・ぺんぎん組・りす組の懇談会の後はおやつの様子を見てもらい、おやつの試食もあり 15:30 位

の終了となります。 うさぎ組・きりん組は 9:30からの保育参加で懇談会終了が 12:30位となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場内は必ずお子さんと

一緒に歩きましょう。 

門の鍵は必ず閉めましょう。 

「次の人が来るかも…」と思っても、その間に子

どもが駐車場へ行ってしまう危険があります。 

車の陰に子どもがいるか

もしれません、場内は最

徐行しましょう。 

場内ではエンジンを止

めましょう。 

保育所の前を小学生が通ります。 

駐車場の手前から徐行しましょう。 

駐車場は、ほとんどの保護者の皆さんが利用されています。そこで、以上の事を守って 

いただき、お互いに気持ちよく送迎できるように、できる限り速やかな送迎にご協力く

ださい。 

 

朝夕の混雑時は駐車待ちの車が道路に

並んでしまうことがあります。できる

限り速やかな送迎をお願いします。 

駐車場利用に当たって 

 

～お知らせ～ 

✿給食の提供時間について 

 給食は出来上がってから２時間しか保管しておけない事になっています(集団給食提供での決 

まり)保育所の食事は１０：３０頃に出来上がりますので、遅くても１２：３０には食べ終えな 

いといけないことになります。そこで、朝に通院などで登園が遅れ、１２：３０を過ぎてしまう 

場合は、昼食をたべてから登園していただくようになります。ご理解とご協力をお願いします。 

✿４月２３日(火)に嘱託医木町小児科の先生による内科健診がありました。欠席したお子さんは 

直接木町小児科での受診になります。５月１５日(水)の歯科検診も欠席の場合は、直接西原歯科 

医院での受診となりますので、よろしくお願いします。 

✿５月１８日(土)は 1 回目の布団乾燥があります。シーツカバーははずしての布団乾燥となりま

すので前日にカバーをはずした布団を所定の場所に置いていただきますようお願いします。 

 

短時間保育を申し込まれている方 

８：３０～１６：３０の保育となります。 

（１６：３０を過ぎた場合は延長保育となります。） 

標準時間保育を申し込まれている方 

 ７：１５～１８：１５の保育となります。 

延長保育を申し込まれている方 

 １８：１５～１９：１５の保育となります。 

 

◎ 延長保育は申請用紙の提出が必要です。申請用紙は事務室にあります。 

◎ 家庭状況に変更があった場合、変更届けが必要になりますので事務室までお知らせください。 

いずれも、その時間からの保育、そ

の時間までに降園となりますので、

ご理解、ご協力をお願いします。 


